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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 昭和 47(オ)198 原審裁判所名 名古屋高等裁判所 

事件名 所有権確認等請求 原審事件番号 昭和 46(ネ)314 

裁判年月日 昭和 48 年 6 月 21 日 原審裁判年月日 昭和 46 年 11 月 25 日 

法廷名 最高裁判所第一小法廷   

裁判種別 判決   

結果 棄却   

判例集等 民集 第 27 巻 6 号 712 頁   

 

判示事項 通謀による虚偽の登記名義を真正なものに回復するための所有権移転登記手続

請求訴訟における被告敗訴の確定判決と口頭弁論終結後被告から善意で当該不

動産を譲り受けた第三者 

裁判要旨 通謀による虚偽の登記名義を真正なものに回復するための所有権移転登記手続

請求訴訟における被告敗訴の確定判決は、口頭弁論終結後被告から善意で当該

不動産を譲り受けた第三者に対してその効力を有しない。 

 

全 文 

主    文 

 本件上告を棄却する。 

 上告費用は上告人らの負担とする。 

理    由 

上告代理人宮崎巌雄の上告理由について。 

原審の確定したところによれば、本件土地はもと訴外Ｄの所有名義に登記されていたが、右

登記は上告人Ａと右訴外人との通謀虚偽表示による無効のものであつて、本件土地は同上告

人の所有に属していたのであり、同上告人の破産管財人は同訴外人に対しこのことを理由と

して真正な名義回復のため本件土地所有権移転登記手続請求訴訟を提起し、同訴訟は名古屋

地方裁判所岡崎支部昭和四二年（ワ）第二二〇六号事件として係属し、昭和四三年四月一七日

口頭弁論終結のうえ、同月二六日右請求認容の判決がなされ、同判決はその頃確定したもので

あるところ、被上告人は、これらの事情を知らずに善意で、同訴外人に対する不動産強制競売

事件において、前記訴訟の口頭弁論終結後である昭和四三年六月二七日、本件土地を競落し、

同年七月二二日その旨の所有権取得登記を経由したというのである。 

以上の事実関係のもとにおいては、上告人Ａは、本件土地につきＤ名義でなされた前記所有

権取得登記が、通謀虚偽表示によるもので無効であることを、善意の第三者である被上告人に

対抗することはできないものであるから、被上告人は本件土地の所有権を取得するに至つた

ものであるというべきである。このことは上告人Ａと訴外Ｄとの間の前記確定判決の存在に

よつて左右されない。そして、被上告人は同訴外人の上告人Ａに対する本件土地所有権移転登

記義務を承継するものではないから、同上告人が、右確定判決につき、同訴外人の承継人とし

て被上告人に対する承継執行文の付与を受けて執行することは許されないといわなければな

らない。  

ところが、原審の確定したところによれば、上告人Ａは右確定判決につき被上告人に対する

承継執行文の付与を受けて、これに基づき、本件土地の所有名義を自己に回復するための所有

権移転登記を経由したというのである。同上告人の右行為は違法であつて、右登記の無効であ
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ることは前説示に照らし明らかである。結論において右と同趣旨に帰する原審の判断は正当

であつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は理由がない。 

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。 

(裁判長裁判官 藤林益三 裁判官 大隅健一郎 裁判官 下田武三 裁判官 岸盛一 裁判

官 岸上康夫) 

 

 

※参考：判例時報 722 号 61 頁、金融法務事情 694 号 26 頁、不動産取引の紛争と裁判例〈増

補版〉RETIO230 頁 


